
＿塾塾準巨叫町自主握ぢ鈍麻＿傘異姓

顔等1粂　　本会■さま、刃ヰ練山‘由丁自治会組織の
「自主防災隊l　と称し、二事務所を隊長
宅をこおく○　　綺椿を二丈、　自治会長宅≡

第2条　　本会隊＿邑組織をま、刃司津山町をこ居住す
る男子二又日輪金工ヒ　り任命された者
で糸EL織さオ1ノる0

第3条　　本会をま、刃司津山町内をこおをする防災
活動を、三】三日自勺とする○　　　また・、
y占動を過して、町L止、隊員相互の
溺乱楼義鰍ヒニを目的と－す‾・る〇・

第4条

第5粂

頚写t5条

頚等7粂

本会の目白勺連月党の為の事業
1、市消防啓及び羽津地区消防団との連係。

2、　年始、出初式参加。

3、　防災訓練参加。　　　9月防災の・日

4、町内防災訓練。　　　自治会行事の中で

5、　その他防災上必要な事柄。

本会をこ次の役農を渚さく
1‘．、麻　楓　自治会表　別会衆

2、　隊　長　副隊長　　隊　員

役鼻薄日j
l、隊長・副隊長・の選出は、隊員の中より候補者を選定LA遜

により決定する。

2、上記、選出された役員名は、自治会長へ報告、承認を受ける。
3、役員の任期は、2年とするが、再任を妨げない。

役．邑任務

ま、　自治会鼻柱、本会を統括する。

2、隊長は、自治会長より委任を受け本会を統括する。

3、副隊長臥隊長を補佐する。隊長事故ある時軋隊長任務を
代理する

4、　隊員は、隊の活動に参画する。



第・8魚　　　会　表象
1、　総　会
2、役　畠　会
3、　自治会会議

第．9魚　　　水金の経費
1、　羽津山町自治会の補助金により充てる。

2、　会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

第1　0粂　備　　品
1、　消火器・

長　靴

帽　子　　　　　ヘルメット

ベルト　　　　制　服　（夏／冬）

第11粂　本会見Uiま、　上ド成4年9月　1　日より
細

1、会則改定は、総会に計り役員の過半数をもってすることが出来

る。

2、‘H・10　2粂改定　25才～40才を25才～43才とする。

3、艮・12　2粂改定　上限43才の年齢枠を外す。


